
函館市職場倫理ホットライン実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，職場倫理ホットラインの実施に関して必要な事項 

を定めることにより，通報者の保護および職員の倫理観の高揚を図り， 

もって市政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 職場倫理ホットライン 職員等が職務上についての法令違反行為， 

倫理に反する行為および明らかに法令違反とは言えないが疑いのあ

る行為が行われていることを知り得たとき，または行われようとし

ているのを知り得た場合に次条に規定する内部通報等を行うための

システムをいう。 

 (2) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項 

に規定する一般職の職員および同条第３項第３号に規定する特別職

の職員である函館市の職員（北海道教育委員会教育長の任命する職

員を除く。）をいう。 

 (3) 職員等 職員，函館市から事務または事業の委託を受けた者（以 

下「受託者」という。）およびその受託業務に従事している者なら

びに指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）およびそ

の管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。 

  (4) 内部通報等 職員等が，市の事務または事業（受託者が行う受託 

業務および指定管理者が管理する公の施設の管理の業務を含む。）

の執行に関し，次のいずれかに該当する行為が生じ，またはまさに 

生じようとしていると思料するときにこれらを総務部人事課長また

は職場倫理ホットライン担当弁護士に通報または相談することをい

う。 



  ア 公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）第２条第３項 

に規定する通報対象事実に該当する行為 

  イ 倫理（国家公務員倫理法（平成１１年法律第１２９号）第３条 

に規定する職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を準用する。）

に反する行為 

  ウ 明らかに法令（条例，規則等を含む。）に違反するとは言えな 

いが，その疑いのある行為 

 (5) 通報者 内部通報等をする職員等をいう。 

 （通報の受付窓口） 

第３条 内部通報等は，次の各号に掲げる者のうちいずれかの者が受け

付けるものとする。 

(1) 総務部人事課長 

   郵便番号  ０４０－８６６６ 

所在地 函館市東雲町４番１３号 

   電子メールアドレス syokubarinri@city.hakodate.hokkaido.jp 

(2) 職場倫理ホットライン担当弁護士（以下「弁護士」という。） 

氏名 木下 元章 

  郵便番号 ０４０－００３３ 

事務所の所在地 函館市千歳町２４番１１号 本間ビル３階 

事務所の名称 木下元章法律事務所 

 （内部通報等の受付および方法等） 

第４条 内部通報等は，書面または電子メールによるものとする。ただ 

 し，弁護士への内部通報にあっては書面のみとする。 

２ 前項の内部通報等は，実名によるものとし，通報する場合において 

は内部通報書（様式第１号），相談する場合においては相談票（様式 

第２号）により，行わなければならない。 

 （内部通報等の要件） 

第５条 内部通報等は，次の各号に規定する要件をすべて満たしていな 

 ければならない。 

 (1) 通報者の実名で内部通報等が行われていること。 



 (2) 通報者が第２条第３号に規定する職員等であること。 

 (3) 内部通報等の内容が第２条第４号に規定するものであること。 

 (4) 不正の目的で行われた通報および相談でないこと。 

 (5) 内部通報書または相談票に必要事項が記載されていること。ただ 

  し，総務部人事課長が通報者の知り得ない事項と判断できる場合に 

  あってはこの限りでない。 

 （受理・不受理の通知） 

第６条 総務部人事課長は，内部通報等のうち通報を受け付けた場合は，

必要に応じて通報者に内容を確認し，内部通報等の要件を満たしてい

ると認める場合は，通報を受理した旨を，要件を満たしていないと認

める場合は通報を不受理とした旨とその理由を内部通報書受理・不受

理通知書（様式第３号）により当該通報者に通知する。また，次項の

規定による弁護士から内部通報書の写しが送付された場合の取り扱い

についても同様とする。 

２ 弁護士は，内部通報等のうち通報を受け付けた場合は，必要に応じ

て通報者に内容を確認し，総務部人事課長に内部通報書の写しを送付

する。 

３ 総務部人事課長または弁護士は，内部通報等のうち相談を受け付け 

た場合は，相談内容に応じて，適切な回答を行うよう努めなければな 

らない。 

第７条 総務部人事課長は，内部通報等のうち通報を受理した場合は，

次条に規定する職場倫理ホットライン審査会に報告するものとする。 

 （職場倫理ホットライン審査会） 

第８条 職場倫理ホットラインの適切な運用を図るため，職場倫理ホッ

トライン審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は，次の各号に掲げる者で構成し，弁護士が会長となる。た

だし，通報の内容が各号に掲げる者に関連するものである場合は，会

長の判断で当該者を除くことができるものとする。 

(1) 弁護士 

  (2) 副市長２人 



 (3) 総務部長 

  (4) その他会長が指定する職員 

３ 審査会は，総務部人事課長から通報の受理の報告を受けたときは，

当該通報についての調査実施の可否を決定し，調査を実施すると決定

した場合は，総務部人事課長の補助者として，調査するための職員（

以下「調査員」という。）を指定するものとする。 

 （調査の実施） 

第９条 総務部人事課長は，前条第３項で調査を実施すると決定された

場合は，調査を行う旨と調査着手時期を，調査の必要がないと決定さ

れた場合は調査を行わない旨とその理由を内部通報受理後の調査に関

する通知書（様式第４号）により当該通報者に通知する。 

２ 調査員は，総務部人事課長の指示に従い，通報の内容について調査

しなければならない。 

３ 調査員および前項の規定による調査員の調査に協力した者は，調査

により知り得た情報および調査を受けた事実を漏らしてはならない。 

４ 総務部人事課長は，調査に関して必要な場合には，弁護士その他の

識見を有する者に意見を求めることができる。 

 （調査結果の報告） 

第10条 総務部人事課長は，前条の調査結果について，市長および通報

の対象となった職員の任命権者（以下「任命権者」という。）および

審査会に報告しなければならない。 

２ 総務部人事課長は，前項の規定により報告を行った後にすみやかに

内部通報調査結果通知書（様式第５号）により当該通報者に通知する。 

 （任命権者の講ずる措置等） 

第11条 任命権者は，前条第１項の規定による報告が，通報の事実を認

めるものである場合には，その是正措置等を決定し，実施するととも

に，審査会および総務部人事課長に是正措置等の内容を通知するもの

とする。 

２ 総務部人事課長は，任命権者が決定した是正措置等について，内部

通報措置結果通知書（様式第６号）により当該通報者に通知する。 



 （不利益な取扱いの禁止） 

第12条 通報者に関する情報は，非公開とする。 

２ 通報者は，内部通報等を行ったことにより人事，給与その他職員等

の勤務条件の取扱い等について，いかなる不利益も受けない。 

 （補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，審査会の会長が審

査会に諮って別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 


